
様式１

請求日 決定日 公文書の件名 決定内容 担当局 担当

平成30年
5月15日

平成30年
5月29日

「権利の濫用を理由とした特定
公開請求者からの公開請求の却
下について　平成30年３月　総
務局」１－（３）にある「本市
において…却下した事例につい
て」ある。ここにある事例に関
する決裁・供覧文書のすべて。

公開請求
却下

号 北区 福祉課

平成30年
5月15日

平成30年
5月29日

「権利の濫用を利由とした特定
公開請求者からの公開請求の却
下について、平成30年３月　総
務局（情報公開グループ）」の
保有の経過等が確認できる文書
とその決裁・供覧のすべて。た
だし、総務局・北区を除き「権
利の濫用…却下について」は公
開文書に含まない。

公開請求
却下

号 北区 福祉課

平成30年
5月21日

平成30年
6月4日

・平成27年９月11日付決裁 大
阪市北区区民情報コーナー チ
ラシ等設置依頼及び誓約書
・平成28年５月11日付決裁　大
阪市北区区民情報コーナー チ
ラシ等設置依頼及び誓約書
・平成28年９月23日付決裁　大
阪市北区区民情報コーナー チ
ラシ等設置依頼及び誓約書
他３件

部分公開 1 号 北区 政策推進課

平成30年
5月21日

平成30年
6月4日

「区役所附設会館使用申込
書」・「区役所附設会館使用許
可書（控）」・「使用許可取消
申請書」・「使用許可取消通知
書（控）」・「請求書」

部分公開 1 号 北区 地域課

平成30年
5月28日

平成30年
6月11日

開示・公開請求に係る審査請求
において、提出日の翌日からそ
れぞれ①１ヶ月以上、②３ヶ月
以上、③６ヶ月以上が経過して
いるにもかかわらず実施機関理
由説明書を作成していない案件
についての「審査請求書」およ
び「作成していない特段の理由
が確認できる文書」。

公開請求
却下

号 北区 福祉課

北区　５月分

公開請求の内容及び処理状況

非公開事由
（7条該当号）



様式１

請求日 決定日 公文書の件名 決定内容 担当局 担当
非公開事由
（7条該当号）

平成30年
5月28日

平成30年
6月11日

開示・公開請求での審査請求に
係り、提出日の翌日から起算し
て①30日以内、②３ヶ月以内、
③６ヶ月以内に実施機関理由説
明書が作成された案件について
の実施機関理由説明書の１枚目
（作成日等確認）および審査請
求書。ただし、審査請求書がＨ
29.４.１以降提出分についてで
総務局保有分。

公開請求
却下

号 北区 福祉課

平成30年
5月29日

平成30年
6月12日

Ｈ30.３.９総務局に提出した公
開請求（福祉局職員の市内出張
命令申請）に対してＨ30.３.19
付大北福第1283号公開請求却下
決定があった。このように、
まったく関係のない所属の公開
請求について、決定を行った
「公開請求書とその決定通知
書」。ただし、Ｈ29年４月１日
以降提出の公開請求書について
で全所属について。

公開請求
却下

号 北区 福祉課

平成30年
5月29日

平成30年
6月12日

総務局情報公開グループが作成
した「市民対応記録一覧とその
メモ」。ただし、平成30年１月
１日以降について。

公開請求
却下

号 北区 福祉課


